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　内閣府では「家族の日（11 月の第 3 日曜日）」「家族の週間（家族の日の前後一週間）」の一環として、子育てを

身近な地域社会で支えることの重要性に対する理解と関心を高めることを目的に実

施する「家族や地域の大切さに関する作品コンクール」の作品を募集しております。

▼募集内容

■写真の部　

①子育て家族の力 ( 子育て家族のきずな、子どもと深める家族のきずな等を表してい

るもの )

②子育てを応援する地域の力（地域ぐるみでの子育て支援の様子等）

■手紙・メールの部　子育てを家族みんなで支え合うことの大切さ、感謝などの思いを伝える内容のもの。また、

子育てを社会も応援していくことの大切さを訴える内容のもの。※募集区分は「小学生の部」「中・高校生の部」「一

般の部」となります。

▼募集期限　9 月 9 日（月）

▼応募方法　内閣府「家族の日」「家族の週間」ホームページをご覧ください。

　URL http://www8.cao.go.jp/shoushi/kazoku/index.html

▼問合せ　家族や地域の大切さに関する作品募集事務局（☎フリーコール 0800 － 800 － 3151）

　国保運営協議会は、国民健康保

険事業の運営に関する重要事項を

審議するため、公益代表や保険

医薬剤師代表、被保険者代表の 9

名で構成されています。

　今回は、被保険者を代表する委

員 3 名を公募します。

▼応募資格　

　当別町国民健康保険被保険者

▼募集人数　3 名

▼任期　

10 月 1 日～平成 27 年 9 月 30 日

▼応募方法　

　国民健康保険に関して感じてい

ることを原稿用紙にまとめ、住所・

氏名・年齢・職業・電話番号を記

入の上、郵送にて提出願います。

▼募集期限　8 月 30 日（金）

▼問合せ　

　住民課国保・後期高齢者医療係

　（☎ 23 － 2467）

募 集募 集

募集します
国保運営協議会委員

　「子ども・子育て関連 3 法」が

制定され、平成 27 年 4 月から子

ども・子育て支援の新たな制度が

始まることが予定されています。

　町では、新たな事業計画を策定

するにあたり、「当別町子ども・

子育て会議」を設置し、幅広い見

地からのご意見をいただくため、

委員を公募します。

▼応募資格　

 子育て支援・少子化対策に関心

がある町内在住者

▼募集人数　２名

▼任期　

　9 月 1 日（予定）から 2 年間

▼応募方法　

　任意様式に住所・氏名・年齢・

性別・職業・電話番号・応募動機

を記載の上提出してください。

▼申込期限　8 月 20 日（火）

▼問合せ　

　子育て推進課子ども係

　（ゆとろ内・☎ 23 － 3024）

募 集募 集

募集します
子ども・子育て会議委員

　住んでみたい当別推進協議会で

は、子育てしやすい環境を整え、

子育て世代の移住促進に取り組ん

でいます。子どもたちの居場所づ

くりの活動として「キッズアカデ

ミー」を開催しますので、ボラン

ティアの方を募集します。

▼キッズアカデミー事業内容

　英語講座、ピザ焼き、ディスク

ドック（屋外）などの体験事業

▼ボランティアの内容

　会場準備、片付け、受付、講師

の援助、活動の見守りなど

※会場までお越しいただける方。

▼キッズアカデミー開催月・時間

　8 月～ 2 月（月 1、2 回）

　土、日曜の午前中

※事業内容により変わります。

▼場所　町内の各施設（主に西当

別コミュニティーセンター）

▼問合せ　住んでみたい当別推進

協議会事務局（まちの未来推進室

内・☎ 23 － 3073）

募 集募 集

キッズアカデミー
ボランティアスタッフ募集

募 集募 集

「家族や地域の大切さに関する作品コンクール」の作品を募集しています
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▼採用予定日　平成 26 年 4 月 1 日　※ただし、救急救命士の資格取得見込の者は、平成 26 年 5 月 1 日。

▼一次試験日　平成 25 年 9 月 22 日（日）

▼試験会場　石狩市総合保健福祉センター「りんくる」

▼受験用紙の請求・受付方法　石狩北部地区消防事務組合消防本部または各消防署（支署）に配置する受験申込書

に必要事項を記入し提出（郵送可）してください。

▼受付期間　平成 25 年 8 月 8 日（木）～平成 25 年 8 月 27 日（火）8 時 45 分～ 17 時 15 分（土日祝日を除く）

　※郵送の場合は、平成 25 年 8 月 27 日（火）消印有効

▼申込先　石狩北部地区消防事務組合消防本部総務課

　（〒 061 － 3211 石狩市花川北 1 － 1 － 2 － 3/☎ 0133 － 74 － 5119）

　平成 24 年度に請求のあった情

報公開と個人情報の開示状況をお

知らせします。

石狩北部地区消防事務組合

情 報 公 開情 報 公 開

情報公開・個人情報保護制度
の開示状況

決定内容 情報公開
個人情報

保護

開示 － －

一部開示 2 件 3 件

不開示 － －

不存在 － －

※いずれも、異議申し立てはあり

ませんでした。

▼問合せ　石狩北部地区消防事務

組合消防本部総務課

　（☎ 0133 － 74 － 5119）

消 防消 防

119 番通報を受ける場所が
変わります

　 平 成 25 年 10 月 1 日 か ら 119

番通報を受ける場所が変わります。

　現在、当別町内からの 119 番通

報は当別消防署で受付しています

が、新たに石狩北部地区消防事務

組合消防本部内（石狩市花川北 1

条 1 丁目 2 － 3）に開設する消防

指令センターで、石狩市・当別町・

新篠津村からのすべての 119 番通

報を受付します。

　火災・救急・救助などの緊急通

報をする場合は今までと同じよう

に『119』をダイヤルして下さい。

救急車・消防車などは今までどお

り最寄りの消防署から出動します。 

▼問合せ　石狩北部地区消防事務

組合消防本部警防課

　（☎ 0133 － 74 － 5375）

北海道警察官採用試験

警 察 官 採 用警 察 官 採 用

　警察官採用試験受験希望者は北

警察署またはお近くの交番までお

問い合わせください。女性警察官

採用枠を拡大中です。

▼募集人員　

  男性Ａ区分

　（大学卒業・見込み含む）70 名

  男性Ｂ区分（Ａ区分以外）130 名

  女性Ａ区分

　（大学卒業・見込み含む）10 名

  女性Ｂ区分（Ａ区分以外）35 名

▼受付期間　

　8 月 7 日（水）～ 28 日（水）

※電子申請は 8 月 23 日（金）まで

▼試験日　1次試験9月22日（日）

　2 次試験 10 月下旬～ 11 月上旬

▼問合せ　札幌方面北警察署

　（☎ 011 － 727 － 0110）

消防署名 初級職 受験資格

石狩消防署 3 名程度

学校教育法による高等学校、短期大学、高等専門学校、専修学校（修業年限 2 年以上の

専門課程に限る。）もしくはこれらに相当すると認められる学校等を卒業した者又は平

成 26 年 3 月までに卒業見込の者で、平成 2 年 4 月 2 日以降に生まれた者。

ただし、学校教育法による大学（短期大学を除く。）もしくはこれに相当すると認めら

れる学校等を卒業した者又は平成 26 年 3 月までに卒業見込の者は除く。

石狩消防署 1 名程度 救急救命士の有資格者もしくは採用予定日までに救急救命士の資格取得見込の者で、平

成 2 年 4 月 2 日以降に生まれた者。当別消防署 1 名

新篠津消防署 1 名

職 員 採 用職 員 採 用

平成 26 年度石狩北部地区消防事務組合職員採用試験
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種　別 内　容 対象医療・疾患例

精神通院医療 通院による精神医療を継続的に必要とする程度の病状の

方に、医療費の一部を公費負担する制度です。

統合失調症・うつ病・てんかん

・精神作用物質による依存症など

更生医療 障がいのある方が治療することによって、障がいを軽く

したり取り除いたりするための医療費の一部を公費負担

する制度です。

※身体障害者手帳が必要となります（同時申請可能）

人工関節置換術・人工透析療法

・白内障手術など

育成医療 更生医療と同様の医療費の一部を公費負担する制度です。

身体に障がいのある 18 歳未満の児童が対象で、身体障害

者手帳は必ずしも必要ではありません。

口蓋裂等の形成術・肢体の関節形成

術や関節置換術など

　自立支援医療制度とは、北海道が指定した指定自立支援医療機関で心身の障がいを除去、軽減するための医療に

ついて医療費の自己負担を軽減する制度です。この制度の医療種別や内容については下表のとおりで、支給を受け

るには事前に申請が必要となります。申請には医師の意見書・診断書（指定様式）、保険証等が必要となりますので、

詳しくはお問い合わせください。

▼問合せ・申請先　福祉課障がいサービス係（ゆとろ内・☎ 25 － 2665）

介 護介 護

「介護マーク」を活用してみませんか

　外出先で認知症や障がいのある方を介護している状況は、周りからは

分かりにくいため、誤解や偏見をもたれてしまうことがあります。

　こうした状況を周囲に理解してもらうために、町内に居住し、介護を

されている方に対し、介護マーク入りの腕章を無料で配布します。

※「介護マーク」は地域で高齢者などの介護を支援する取組として普及、

周知を進めているものであり、公的・法的に認められているものではあ

りません。

■ 活用例

・介護していることを周囲にさりげなく知ってもらいたいとき。

・駅やサービスエリアなどのトイレで付き添うとき。

・男性介護者が女性用下着を購入するとき。　　　

など

▼問合せ　

　福祉課介護サービス係

　（ゆとろ内・☎ 23 － 3029）

　町国保の特定健診結果では、尿

酸値の高い人が増加傾向です。尿

酸値が高いと心筋梗塞・腎臓病の

危険が高まるため、尿酸値を正常

に保つことが重要です。尿酸値は、

血液検査で調べることができ、当

別町の特定健診項目に含まれてい

ます。受診し、目に見えない体の

変化を確認しましょう。

　保健師・管理栄養士等が、健診

結果の経年変化や将来予測をふま

え、生活習慣改善をサポートして

います。

※ 8 月には、特定健診とがん検

診が同時に受診できる巡回ドック

があります。健康ひろば（Ｐ 22）

をご確認ください。

▼問合せ　住民課国保・後期高齢

者医療係 (☎ 23 － 4044)

特 定 健 診特 定 健 診

特定健診で
“尿酸値”を確認しましょう

医 療医 療

ご存知ですか？自立支援医療について


